
福島市告示第２６号 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定により認可した上条町

会（平成１８年４月１８日告示第７７号）から、同条第１１項の規定による届出（告示された事

項に変更があった旨の届出）があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

                                                                         

令和８年２月３日 

                                                   

                                福島市長 馬場 雄基 

 

 

  １ 主たる事務所の所在地 

     福島市岡部字上条９８番地の２ 


